
資料３７ー２ 
 

 

 

電気通信事業法第３４条第１項の規定に基づく第二種指

定電気通信設備の指定について  

          （諮問第３０４５号） 

 

 

 

 

＜目  次＞ 

 

 

 

 １ 諮問書 ……………………………………… １ 

 

２ 指定概要 …………………………………… ２ 

 

３ 新旧対照表 ………………………………… ３ 

  

 ４ 参考資料 …………………………………  ８ 



１



２ 
 

第二種指定電気通信設備の指定について（指定告示の改正） 

 

 

Ⅰ 改正の背景 
 

（１）第二種指定電気通信設備制度（以下「二種指定設備制度」という。）は、業務

区域における特定移動端末設備の占有率（以下「端末シェア」という。）が一定

の割合を超える電気通信事業者に交渉上の優位性を認め、当該特定移動端末設備

と接続される伝送路設備等を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ

円滑な接続を確保すべき電気通信設備（第二種指定電気通信設備（以下「二種指

定設備」という。））として指定し、同設備を設置する電気通信事業者に対し、接

続約款の作成・公表・届出、接続会計の整理等の接続に関する規律を課すもので

ある。 

 

（２）二種指定設備制度については、情報通信行政・郵政行政審議会の答申（平成 24

年 5 月 29 日）を受け、平成 24 年 6 月 19 日に、指定の基準値を｢十分の一を超え

るもの｣とする省令改正を行ったところである。これを受け、端末シェアが 10％

を超えるソフトバンクモバイル株式会社について、その設置する電気通信設備の

一部を二種指定設備として指定することとする。 

 

 

Ⅱ 改正の内容 

 

総務省告示（平成十四年総務省告示第七十二号（他の電気通信事業者の電気通信設

備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件））の一部を改正

し、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通

信設備を設置する者として｢ソフトバンクモバイル株式会社｣を追加する。 
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参 照 条 文

■電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）（抄） 

（第二種指定電気通信設備との接続）  

第三十四条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備（総

務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。）と接続される伝送路設備

のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定

移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域

内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうち

に占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通

信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、

他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備と

して指定することができる。

２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下「第二種指定電気通信設備」という。）

を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気

通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得

すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その

実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。

３ 総務大臣は、前項（第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電

気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更す

べきことを命ずることができる。

一 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接

続する他の電気通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。

二 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件が適正かつ明確

に定められていないとき。

三 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が適正かつ明確に定められて

いないとき。

四 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営

の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。

五 他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すものであるとき。

六 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。

４ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項（第七項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により届け出た接続約款によら

なければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関す

る協定を締結し、又は変更してはならない。

５ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、

第二項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。

６ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、
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第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関

する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

７ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がそ

の指定の日以後昀初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該

電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務

大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるの

は、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければ

ならない。」とする。

８ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前

項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の

届出をした日（以下この項において「届出日」という。）に現に締結している他の電気通信

事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備

との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用

しない。

■電気通信事業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）（抄） 

（第二種指定電気通信設備の基準等）  

第二十三条の九の二 法第三十四条第一項 の規定による指定及びその解除は、告示によつ

てこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとな

る設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

２ 法第三十四条第一項 の総務省令で定める移動端末設備（以下「特定移動端末設備」と

いう。）は、無線設備規則 （昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）第三条第一号 に

規定する携帯無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。

３ 法第三十四条第一項 の総務省令で定める割合は、十分の一とし、前年度末及び前々年

度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同項の同一の電気通

信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域（以下この項におい

て「対象業務区域」という。）と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に

接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。

一 当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数

二 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区

域内に設置されているすべての同種の伝送路設備（前号の伝送路設備を除く。）に接続さ

れる特定移動端末設備の数

三 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属す

る都道府県の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備（第一号の伝送路設備を

除く。）に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の

人口の割合を乗じた数

４ 法第三十四条第一項 の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置

する電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 符号（信号を除く。）、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備

（以下この項において「交換設備」という。）であつて次に掲げるもの
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イ 特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの（以下「第二種指定端

末系交換設備」という。）

ロ 第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であつて業務区域内における特定移動端

末設備との通信を行うもの（以下「第二種指定中継系交換設備」という。）

二 伝送路設備であつて次に掲げるもの

イ 特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受ける無線局の無

線設備（以下「第二種指定端末系無線基地局」という。）

ロ 第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置されている建物

（以下「第二種指定端末系交換局」という。）との間に設置される伝送路設備

ハ 第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されている建物との間

に設置される伝送路設備

三 前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御

及び端末の認証等を行うための設備

四 前三号に掲げるもののほか、交換設備、伝送路設備又は端末設備であつて、当該設備

との適正かつ円滑な接続を確保すべきもの

（第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出）

第二十三条の九の三 法第三十四条第二項 の規定により、接続約款を定め、又は変更しよ

うとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十七の四の届出書に、次に掲げる事

項を記載した接続約款（変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照）を添えて提出しなけ

ればならない。

一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所

二 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術

的条件

三 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額

四 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び第二種指定電気通信設備に電

気通信設備を接続する他の電気通信事業者（以下この条において「他事業者」という。）

の責任に関する事項

五 接続協定の締結及び解除の手続

六 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続

の開始の日までの標準的期間

七 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対し

て負うべき責任に関する事項

八 重要通信の取扱方法

九 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信

設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項

十 有効期間を定めるときは、その期間

十一 他事業者との協議が調わないときの法第百五十四条第一項 若しくは第百五十七条

第一項 のあつせん又は法第百五十五条第一項 若しくは第百五十七条第三項 の仲裁によ

る解決方法

６ 



  

   

  

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

（届け出た接続約款の公表）

第二十三条の九の四 第二十三条の八の規定は、法第三十四条第五項 の規定による同条第

二項 の規定により届け出た接続約款の公表について準用する。

■第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成二十三年総務省令第二十四号）（抄）

 附  則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号）第五条中法

第三十四条の改正規定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業年度から適用

する。ただし、事業者の事業年度の中途に総務大臣が法第三十四条第一項の規定により指

定を行ったときは、当該指定に係る第二種指定電気通信設備との接続に関する会計につい

ては、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用する。

■平成十四年総務省告示第七十二号 

（最終改正 平成二十年総務省告示第三百六十号） 

電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第三十八条の三第一項及び電気通信事

業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）第二十三条の九の二第一項の規定に基づ

き、他の電気通信事業者との電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信

設備を次のように指定する。

別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに掲げる電気通信設備。

一 電気通信事業法施行規則（以下「施行規則」という。）第二十三条の九の二第四項第一号

の交換設備（ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインターネ

ット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービスに用いられ

る顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものは除く。）

二 施行規則第二十三条の九の二第四項第一号ロの交換設備相互間に設置される伝送路設備

三 施行規則第二十三条の九の二第四項第二号の伝送路設備

四 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機

五 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局

六 他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される

伝送路設備（第二項から前項までに掲げるものを除く。）

別表

一 株式会社エヌ･ティ･ティ･ドコモ

二 ＫＤＤＩ株式会社

三 沖縄セルラー電話株式会社

７ 
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